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 平成 26 年９月 26 日 

平成 27年度予算編成方針 

重点施策推進本部長（市 長） 

ⅠⅠⅠⅠ    国の国の国の国の経経経経済済済済動向動向動向動向と地方財政と地方財政と地方財政と地方財政    

我が国経済は、長引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生のため、アベノミクス

により一体的に取り組んできた結果、経済の好循環が動き始め、経済の長期停滞や長期

デフレから脱しつつある。政府は、今後、リーマンショック後の景気対策として臨時的・

例外的に行われた危機対応モードから平時モードに切り替えるとともに、消費税率の引

き上げに伴う反動減の克服と景気回復を持続させ、中長期的に経済が成長していく軌道

を描く必要があるとしている。 

「経済財政運営と改革の基本方針 2014」では、平成 32 年度の基礎的財政収支改善の

目標に向け、社会保障関連経費を含めて、聖域なく見直すとしており、来年度の国の予

算の概算要求に当たっての基本的な方針は、「中期財政計画」に沿って、施策の優先順位

の洗い直しと無駄の排除を徹底しつつ、メリハリのついた予算とするとしている。この

ほか、地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服するため、「地方創生」に積極的

に取り組むこととしている。 

また、地方財政対策では、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額につい

て平成 26 年度の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとともに、相当の人口

規模と中核性のある都市の近隣市町村との連携を進めるほか、頑張る地方を息長く支援

することとしている一方で、平時モードへの切り替えを進めることとしていること、及

び国の深刻な財政事情等を勘案すると、地方自治体における財政運営は、引き続き厳し

い状況にある。 

    

ⅡⅡⅡⅡ    市市市市政運営課題と今後の展開政運営課題と今後の展開政運営課題と今後の展開政運営課題と今後の展開 

本市の人口は平成 22 年をピークに減少局面に入り、30 年後には、およそ 30 万人にな

ると見込まれている。また、その人口減少は、老年人口（65 歳以上）が増加する一方で、

年少人口（14 歳以下）や社会を支える生産年齢人口（15 歳～64 歳）が大幅に減少する

ことが要因となっている。特に中山間地域ではその傾向が顕著であり、急激な過疎化が

進行している。 

  このような背景の中で、これまで同様の地域社会を維持・存続していくことが困難な

状況となっていることから、特色ある地域づくりにより、地域社会の持続・発展が課題

となっている。 

今後は、「守る」、「育てる」、「つなぐ」をキーワードに、これまで蓄積されたハードを

活用し、ソフト事業に力を注ぐことにより、定住人口や交流人口の増加及び特色ある地

域づくりを図ることで、元気と活気があふれるまちを目指していく必要がある。 

なお、ハード面においては、人口増加や市民生活向上に対応するため、様々な公共施

設を整備してきたが、施設の老朽化による維持管理費用が増大している。施設設置目的

の達成状況や利用状況を踏まえ、統合・廃止を含めた検討をしていく必要がある。    



-2- 

    

ⅢⅢⅢⅢ    予算編成の基本的な考え方予算編成の基本的な考え方予算編成の基本的な考え方予算編成の基本的な考え方    

    １１１１    本市の財政状況本市の財政状況本市の財政状況本市の財政状況    

平成 27 年度の予算編成においては、国の財政運営及び地方財政対策の動向を踏まえ適

切に対応する必要がある。収入では、基幹財源となる本市の市税は、景気回復の効果が

一部みられるものの、家屋の評価替えや地価の下落による固定資産税等の減や地方法人

税創設に伴う法人市民税の減が見込まれるほか、地方交付税は合併算定替の特例期間が

終了し、今後は段階的に縮減していくこととなる。また、歳出では、少子高齢社会の進

展に伴う社会保障関係費の増加が見込まれるところである。 

 

 ２２２２    基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方    

（１）（１）（１）（１）施策の実現と施策の実現と施策の実現と施策の実現と健全財政の堅持健全財政の堅持健全財政の堅持健全財政の堅持    

平成 25 年度の決算においては、市債借入額の抑制と基金からの取崩しの圧縮に努めた

ほか、財政健全化判断比率などは国の基準を大きく下回り、健全な財政状況の維持が図

られたものとなっている。 

しかし、多様化する市民ニーズに基づく財政需要は拡大の一途にあり、将来にわたっ

て必要かつ安定した市民サービスを持続させ、併せて、新たな市政課題への対応と従前

からの懸案事項の着実な解決のためには、従来にも増して、中長期的な観点から計画的

かつ堅実な財政運営が求められるところである。また、歳入については、地方交付税に

おいて、前項による縮減や別枠加算の見直しの議論がされていることから、市税をはじ

め一般財源の確保が重要である。 

事業の実施にあたっては、施策の重要性、緊急性及び有効性等を十分に吟味の上、限

られた財源の適切な配分を行うとともに、国・県の補助制度、将来に備え積み立ててき

た基金や有利な市債等を計画的に活用することによって、一層の健全財政に努めるもの

とする。 

 

（２）事業の見直し（２）事業の見直し（２）事業の見直し（２）事業の見直しと財源の確保と財源の確保と財源の確保と財源の確保    

平成 27 年度の予算編成においては、前例踏襲型予算から脱却し、事務事業の見直しに

よるスクラップ・アンド・ビルドやサンセット化（時限化）の徹底を図り、職員一人ひ

とりが、地方自治法の本旨に則り「最少の経費で最大の効果を上げる」ため、効率的か

つ効果的な財源の配分を行い、「選択と集中」を徹底し、メリハリのある事業予算とする。 

また、広告料収入など自主財源の確保や、民間委託・ＰＦＩ等による事業構築に積極

的に取り組むものとする。 

なお、各部局においては、特に、次に掲げる項目に留意し、来年度予算の編成に当た

るものとする。 

①①①①    例外なく全ての事業を見直し、必要性・緊急性等の高いものを厳選すること。 

 特に、施設の新設・更新では、公表された「長野市公共施設白書」の意義を勘案し、

関連施設の統廃合を含めた再配置計画の策定を前提とすること。 

②②②②    新規・拡大事業はその目的・効果等を明確にした上で、十分に精査・厳選するとと

もに、事業の時限化を図ること。 
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③③③③ 市有財産の有効活用に努め、広告料収入やネーミングライツなどの新たな財源確保

に向け、積極的に検討を行うこと。 

④④④④ 使用料・手数料は、「利用者負担に関する基準に基づく見直し方針」に沿って、消費

税率の引上げ影響と現状を十分に検証・検討し、見直しの実施時期を安易に先送りす

ることなく、適切な見直しを図ること。 

⑤⑤⑤⑤    「地方創生」に係る国の支援策について、国・県の動向を注視するとともに、積極

的に情報を収集すること。併せて、新たな経済対策の動向にも留意すること。 

⑥⑥⑥⑥ 消費税率改定の実施が未確定であるため、現行制度で必要経費を見込むこととする。

今後、国の動向を踏まえ、その対応について周知するので、準備を進めておくこと。 

    

ⅣⅣⅣⅣ    平成平成平成平成 22227777 年度年度年度年度における予算の重点における予算の重点における予算の重点における予算の重点配分配分配分配分    

１１１１    優先施策優先施策優先施策優先施策    

    平成 27 年度の予算編成においては、第四次長野市総合計画後期基本計画に則りつつ、

「予算編成の基本的な考え方」に基づき、「人口減少対策」に予算を重点配分する。各部

局は横断的な発想により、事業構築を図るものとする。    

    

①「①「①「①「定住人口の増加に向けた定住人口の増加に向けた定住人口の増加に向けた定住人口の増加に向けた魅力づくり魅力づくり魅力づくり魅力づくり」」」」    

   結婚・妊娠・出産・育児まで切れ目のない支援を行うとともに、健康で長生きでき

るまちづくりを目指す。また、企業誘致、雇用環境の整備や移住促進により、「定住人

口の増加」を図る。    

    

        ②「②「②「②「交流人口の増加に向けた交流人口の増加に向けた交流人口の増加に向けた交流人口の増加に向けた賑わいの創出賑わいの創出賑わいの創出賑わいの創出」」」」    

   善光寺御開帳と新幹線延伸を好機と捉え、北陸・関西方面を含めた誘客を進めると

ともに、再来性のある魅力あるまちづくりを進め、「交流人口の増加」を図る。 

    

③「③「③「③「地域特性を活かした特色地域特性を活かした特色地域特性を活かした特色地域特性を活かした特色ある地域ある地域ある地域ある地域づくり」づくり」づくり」づくり」    

        地域の特性を活かした産業の創出や、農林業の振興のほか、新たな成長分野への支

援などにより、「特色ある地域づくり」を図る。 

 

２２２２    プロジェクト事業の着実な完了プロジェクト事業の着実な完了プロジェクト事業の着実な完了プロジェクト事業の着実な完了    

本市の発展のため、早急に整備を要する大型の投資的建設事業として進めてきた「プ

ロジェクト事業」については、無駄がないか検証しつつ、必要な財源を確保することに

より、計画に沿った事業の着実かつ円滑な推進を図るものとする。 

    


